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(57)【要約】
【課題】雑味が低減され、苦味のキレ及び口腔香気の良好なコーヒー飲料を提供すること
。
【解決手段】次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
を含有し、
　当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ
法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積との比[（
Ａ）／（Ｂ）]が０～２．０である、コーヒー飲料。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
を含有し、
　当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ
法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積との比[（
Ａ）／（Ｂ）]が０～２．０である、コーヒー飲料。
【請求項２】
　成分（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種の合計含有量が１
０ｐｐｍ以下である、請求項１記載のコーヒー飲料。
【請求項３】
　成分（Ｃ）としてクロロゲン酸類を含み、当該コーヒー飲料中の成分（Ｃ）の含有量が
０．０１～２質量％である、請求項１又は２記載のコーヒー飲料。
【請求項４】
　成分（Ｄ）としてカフェインを含み、当該コーヒー飲料中の成分（Ｄ）の含有量が０．
０１～０．１質量％である、請求項１～３のいずれか一項に記載のコーヒー飲料。
【請求項５】
　ｐＨが４．０～６．０である、請求項１～４のいずれか一項に記載のコーヒー飲料。
【請求項６】
　Ｂｒｉｘが０．８～３．０である、請求項１～５のいずれか一項に記載のコーヒー飲料
。
【請求項７】
　容器詰コーヒー飲料である、請求項１～６のいずれか一項に記載のコーヒー飲料。
【請求項８】
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
について、当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯ
Ｆ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積と
の比[（Ａ）／（Ｂ）]を０～２．０に調整する、コーヒー飲料の雑味低減方法。
【請求項９】
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
について、当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯ
Ｆ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積と
の比[（Ａ）／（Ｂ）]を０～２．０に調整する、コーヒー飲料の口腔香気改善方法。
【請求項１０】
　当該コーヒー飲料中の（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
の合計含有量を１０質量ｐｐｍ以下に調整する請求項８又は９記載の方法。
【請求項１１】
　当該コーヒー飲料中の（Ｃ）クロロゲン酸類の含有量を０．０１～２質量％に調整する
請求項８～１０のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コーヒー飲料に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　コーヒー飲料の風味には、味覚として舌で感じる苦味、酸味、甘味、コク等の他、臭覚
として鼻で感じる香りがある。また、コーヒー飲料の香りには、淹れたての香りを直接鼻
で感じる鼻腔香気（orthonasal）と、口に含んだときに喉から鼻に抜けて感じる口腔香気
（retronasal）があり、口腔香気もコーヒー飲料の美味しさを決定付ける重要な要素であ
る。
【０００３】
　コーヒー飲料の風味は、原料として使用する生コーヒー豆の種類や焙煎方法によって特
徴付けられ、また生コーヒー豆の焙煎においては、生コーヒー豆には元々存在しなかった
多数の成分が生成する。そのような成分として、例えば、３，４－ジカフェオイル－１，
５－キノラクトン、カテコール、ピロガロールといったポリフェノールがある。
【０００４】
　３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトンは、クロロゲン酸ラクトンの一種であ
り、苦味成分として知られている。
　一方、カテコール及びピロガロールは、胃の炎症に関連があることが報告されており、
コーヒー豆中のカテコール及びピロガロールの各濃度を制御することにより、胃に優しい
コーヒー製品となるとの報告がある（特許文献１）。また、コーヒー飲料中のヒドロキシ
ヒドロキノン、ピロガロール、ヒドロキノン及びカテコールといった一芳香族性の多価ア
ルコールの合計含有量を特定範囲内に低減することで、胃痛、胸焼けを抑制し、胃に優し
いコーヒー飲料となるとの報告もある（特許文献２）。しかしながら、カテコール及びピ
ロガロールの風味についての報告はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００９－５１５５４７号公報
【特許文献２】特開２００９－２８０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、雑味が低減され、苦味のキレ及び口腔香気の良好なコーヒー飲料を提
供することにある。また、本発明の課題は、コーヒー飲料の雑味低減方法及び口腔香気改
善方法の提供を課題とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、嗜好性の高いコーヒー飲料を開発すべく苦味について検討を行った。コ
ーヒー飲料は、苦味を楽しむ飲料であり、その代表例としてエスプレッソがある。近年、
コーヒー飲料は、口に含んだときにシャープな苦味が感じられ、その苦味の後引きがなく
キレのよい良質の苦味が好まれているが、後味に良質でない苦味が残ると、コーヒー飲料
の美味しさが損なわれてしまう。ここで、本明細書において「後味」とは、ＪＩＳ Ｚ ８
１４４：２００４に記載の「口内に残る感覚」をいう。苦味のキレの悪化の要因について
検討したところ、雑味が苦味のキレの悪化に関与し、さらに苦味のキレの悪化が口腔香気
の低下を齎すことを見出した。更に、コーヒー飲料の雑味を低減すべく詳細に検討を行っ
た結果、コーヒー豆の焙煎により生成する特定のポリフェノールが雑味に関与しているこ
とが判明した。そして、特定の苦味成分に対する前記ポリフェノールの量比を制御するこ
とにより、雑味が抑制され、しかも雑味の抑制により、苦味のキレ及び口腔香気の改善さ
れたコーヒー飲料が得られることを見出した。
【０００８】
　すなわち、本発明は、下記のとおりである。
（１）次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
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（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
を含有し、当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯ
Ｆ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積と
の比[（Ａ）／（Ｂ）]が０～２．０である、コーヒー飲料。
（２）次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
について、当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯ
Ｆ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積と
の比[（Ａ）／（Ｂ）]を０～２．０に調整する、コーヒー飲料の雑味低減方法。
（３）次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
について、当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯ
Ｆ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積と
の比[（Ａ）／（Ｂ）]を０～２．０に調整する、コーヒー飲料の口腔香気改善方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、雑味が抑制され、しかも雑味の抑制により、苦味のキレ及び口腔香気
の改善されたコーヒー飲料を提供することができる。また、本発明によれば、コーヒー飲
料の雑味の低減方法、及び口腔香気の改善方法を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明のコーヒー飲料は、成分（Ａ）として、雑味の原因物質である、カテコール（ca
techol）及びピロガロール（pyrogallol）から選ばれる少なくとも１種と、成分（Ｂ）と
して、良質の苦味を有する３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン（3,4-dicaff
eoyl-1,5-quinolactone）を含有する。本発明のコーヒー飲料は、成分（Ａ）がコーヒー
飲料に通常含まれる量よりも顕著に低減されており、成分（Ａ）に対する成分（Ｂ）の含
有比率が高められる結果、口に含んだときに苦味のキレが良く、口腔香気を十分に高める
ことができる。
【００１１】
　本発明のコーヒー飲料は、成分（Ａ）の含有量がコーヒー飲料に通常含まれる量よりも
顕著に低減されており、成分（Ａ）を含有することを必ずしも要しない。かかる含有比率
は、当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯＦ／Ｍ
Ｓ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積との比[
（Ａ）／（Ｂ）]として求めることができる。
　本発明のコーヒー飲料におけるピーク面積比[（Ａ）／（Ｂ）]は、０～２．０であるが
、雑味の抑制による苦味のキレ及び口腔香気の改善の観点から、１．５以下が好ましく、
１．０以下がより好ましく、０．６以下が更に好ましい。なお、かかるピーク面積比[（
Ａ）／（Ｂ）]の下限値は、生産効率の観点から、０．０００１以上が好ましく、０．０
０１以上がより好ましく、０．０１以上が更に好ましい。ピーク面積比[（Ａ）／（Ｂ）]
の範囲としては、好ましくは０～１．５、より好ましくは０．０００１～１．５、更に好
ましくは０．００１～１．０、更に好ましくは０．０１～０．６である。なお、ピーク面
積比[（Ａ）／（Ｂ）]の測定は、後掲の実施例に記載の方法にしたがうものとする。
【００１２】
　本発明のコーヒー飲料中の成分（Ａ）の合計含有量は、より一層の雑味の低減、苦味の
キレ及び口腔香気の改善の観点から、１０質量ｐｐｍ以下が好ましく、８質量ｐｐｍ以下
がより好ましく、７質量ｐｐｍ以下が更に好ましい。また、成分（Ａ）のうちカテコール
の含有量は、より一層の雑味の低減、苦味のキレ及び口腔香気の改善の観点から、本発明
のコーヒー飲料中に、８質量ｐｐｍ以下が好ましく、７質量ｐｐｍ以下がより好ましく、
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６質量ｐｐｍ以下が更に好ましく、５質量ｐｐｍ以下が更に好ましい。なお、本発明のコ
ーヒー飲料中の成分（Ａ）の合計含有量の下限値は特に限定されず、０質量ｐｐｍであっ
てもよいが、生産効率の観点から、０．０１質量ｐｐｍが好ましく、０．１質量ｐｐｍが
より好ましく、１質量ｐｐｍが更に好ましい。また、成分（Ａ）のうちカテコールの含有
量の下限値は特に限定されず、本発明のコーヒー飲料中に、０質量ｐｐｍであってもよい
が、生産効率の観点から、０．０１質量ｐｐｍが好ましく、０．１質量ｐｐｍがより好ま
しい。本発明のコーヒー飲料中の成分（Ａ）の合計含有量の範囲としては、好ましくは０
～１０質量ｐｐｍ、より好ましくは０．０１～１０質量ｐｐｍ、更に好ましくは０．１～
８質量ｐｐｍ、更に好ましくは１～７質量ｐｐｍである。また、成分（Ａ）のうちカテコ
ールの含有量の範囲としては、本発明のコーヒー飲料中に、好ましくは０～８質量ｐｐｍ
、より好ましくは０．０１～７質量ｐｐｍが好ましく、更に好ましくは０．０１～６質量
ｐｐｍ、更に好ましくは０．１～５質量ｐｐｍである。なお、成分（Ａ）の分析は後掲の
実施例に記載の方法にしたがうものとする。また、成分（Ａ）の分析において、含有量が
０質量ｐｐｍとは、当該成分が検出限界以下である場合も包含する概念である。
【００１３】
　更に、本発明のコーヒー飲料は、成分（Ｃ）として、クロロゲン酸類を含有することが
できる。ここで、本明細書において「クロロゲン酸類」とは、３－カフェオイルキナ酸、
４－カフェオイルキナ酸及び５－カフェオイルキナ酸のモノカフェオイルキナ酸と、３－
フェルラキナ酸、４－フェルラキナ酸及び５－フェルラキナ酸のモノフェルラキナ酸と、
３，４－ジカフェオイルキナ酸、３，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジカフェオ
イルキナ酸のジカフェオイルキナ酸を併せての総称であり、本発明においては上記９種の
うち少なくとも１種を含有すればよい。
【００１４】
　本発明のコーヒー飲料中の成分（Ｃ）の含有量は、生理活性の観点から、０．０１質量
％以上が好ましく、０．０５質量％がより好ましく、０．０７質量％以上が更に好ましく
、０．１質量％以上がより更に好ましく、０．１２質量％以上がより更に好ましく、０．
１５質量％以上がより更に好ましく、また風味の観点から、２質量％以下が好ましく、１
質量％以下がより好ましく、０．８質量％以下が更に好ましく、０．５質量％以下がより
更に好ましく、０．３質量％以下がより更に好ましい。本発明のコーヒー飲料中の成分（
Ｃ）の含有量の範囲としては、好ましくは０．０１～２質量％、より好ましくは０．０５
～１質量％、更に好ましくは０．０７～０．８質量％、より更に好ましくは０．１～０．
８質量％、より更に好ましくは０．１２～０．５質量％、より更に好ましくは０．１５～
０．３質量％、である。なお、成分（Ｃ）の含有量は上記９種の合計量に基づいて定義さ
れ、また成分（Ｃ）の分析は、後掲の実施例に記載の方法にしたがうものとする。
【００１５】
　更に、本発明のコーヒー飲料は、成分（Ｄ）として、カフェインを含有することができ
る。本発明のコーヒー飲料中の成分（Ｄ）の含有量は、苦味の付与の観点から、０．０１
質量％以上が好ましく、０．０１５質量％がより好ましく、０．０２質量％以上が更に好
ましく、０．０２５質量％以上がより更に好ましく、また風味の観点から、０．１質量％
以下が好ましく、０．０８質量％以下がより好ましく、０．０６質量％以下が更に好まし
く、０．０４質量％以下がより更に好ましい。本発明のコーヒー飲料中の成分（Ｄ）の含
有量の範囲としては、好ましくは０．０１～０．１質量％、より好ましくは０．０１５～
０．０８質量％、更に好ましくは０．０２～０．０６質量％、より更に好ましくは０．０
２５～０．０４質量％である。なお、成分（Ｃ）の分析は、後掲の実施例に記載の方法に
したがうものとする。
【００１６】
　本発明のコーヒー飲料は、コク付与の観点から、Ｂｒｉｘ（２０℃）が、０．８以上が
好ましく、１．０以上がより好ましく、１．２以上が更に好ましく、１．５以上がより更
に好ましく、そして、３．０以下が好ましく、２．５以下がより好ましく、２．３以下が
更に好ましい。本発明のコーヒー飲料のＢｒｉｘの範囲としては、好ましくは０．８～３
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．０、より好ましくは１．０～２．５、更に好ましくは１．２～２．５、より更に好まし
くは１．５～２．３である。
【００１７】
　本発明のコーヒー飲料は、風味の観点から、液性が酸性であることが好ましい。具体的
には、ｐＨ（２０℃）は、４．０以上が好ましく、４．３以上がより好ましく、４．５以
上が更に好ましく、そして、６．０以下が好ましく、５．９以下がより好ましく、５．８
以下が更に好ましい。コーヒー飲料のｐＨ（２０℃）の範囲としては、好ましくは４．０
～６．０、より好ましくは４．３～５．９、更に好ましくは４．５～５．８である。
【００１８】
　このようなコーヒー飲料は、例えば、成分（Ａ）の含有量及びピーク面積比[（Ａ）／
（Ｂ）]が上記範囲内に制御されたコーヒー抽出物をそのまま、あるいは水に希釈して調
製することができる。
【００１９】
　成分（Ａ）の含有量及びピーク面積比[（Ａ）／（Ｂ）]が上記範囲内に制御されたコー
ヒー抽出物は、例えば、（ｉ）原料焙煎コーヒー豆抽出物を逆相クロマトグラフィー、液
体クロマトグラフィー等の各種クロマトグラフィーに供して成分（Ａ）を分画し、原料焙
煎コーヒー豆抽出物中の成分（Ａ）の含有量を低減させ、必要に応じて成分（Ｂ）を添加
することによりピーク面積比[（Ａ）／（Ｂ）]を上記範囲内に制御するか、あるいは（ii
）平均粒径が特定範囲内に制御された焙煎コーヒー豆及び活性炭を同一容器内に仕込み、
当該容器内に抽出溶媒を供給してコーヒー抽出液を得、当該コーヒー抽出液を当該容器内
にて活性炭と接触させる方法により、成分（Ａ）及び（Ｂ）の焙煎コーヒー豆からの抽出
量及び活性炭への吸着量を制御することにより得ることができる。また、必要に応じて成
分（Ｂ）を添加してもよい。なお、（ｉ）の方法において、分画方法は公知の方法を適宜
採用することができる。以下、（ii）の方法について説明する。
【００２０】
　本発明で使用する焙煎コーヒー豆は、平均粒径が、好ましくは０．９０～１．４０ｍｍ
、更に好ましくは０．９６～１．３３ｍｍである。ここで、本明細書において「平均粒径
」とは、ＪＩＳ　Ｋ１４７４の６．３に基づき粒度を求め、次に６．４に基づき粒度分布
を求め、更に同項ｂ）の７）に基づいて算出された質量平均粒径を意味する。
　焙煎コーヒー豆は、色差計で測定したＬ値が、好ましくは１０～６０、更に好ましくは
１５～３５であり、焙煎度の異なるコーヒー豆を混合して使用することもできる。なお、
焙煎方法及び焙煎条件は特に限定されない。コーヒー豆の豆種としては、例えば、アラビ
カ種、ロブスタ種、リベリカ種を挙げられ、１種又は２種以上を混合して使用することが
できる。
【００２１】
　また、本発明で使用する活性炭は、平均粒径が、好ましくは０．３０～０．６０ｍｍ、
更に好ましくは０．３２～０．４５ｍｍである。ここでいう「平均粒径」もＪＩＳ　Ｋ１
４７４に基づいて算出された質量平均粒径である。なお、活性炭の由来原料としては、木
質（例えば、オガコ）、石炭、ヤシ殻等を挙げられ、中でも、ヤシ殻活性炭が好ましい。
また、水蒸気等のガスや薬品により賦活した活性炭を用いてもよく、中でも、水蒸気賦活
活性炭が好ましい。活性炭の使用量は、焙煎コーヒー豆に対して、好ましくは１０～３５
質量％、更に好ましくは２０～２８質量％である。
【００２２】
　平均粒径が制御された焙煎コーヒー豆及び活性炭は、必要により焙煎コーヒー豆及び活
性炭を粉砕し、篩分けして所望の平均粒径を有するものを採取すればよい。粉砕方法は特
に限定されず、公知の方法及び装置を用いることができる。なお、焙煎コーヒー豆及び活
性炭の分級には、例えば、Ｔｙｌｅｒ製（ＪＩＳ Ｚ ８８０１-１）の篩を用いることが
できる。
【００２３】
　次に、焙煎コーヒー豆と活性炭を容器に仕込む。容器としては、例えば、ドリップ抽出
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器、カラム抽出器を挙げることができる。
　また、容器内に活性炭を仕込んだ後、焙煎コーヒー豆を仕込む前に、容器内に水を通液
して活性炭を洗浄してもよい。なお、洗浄に使用した水は容器外に排出する。水の温度は
、好ましくは６０～１００℃、更に好ましくは７０～９５℃である。洗浄に用いる水の量
は、活性炭に対して、好ましくは５～２００質量倍、更に好ましくは１５～５０質量倍で
ある。
【００２４】
　次に、焙煎コーヒー豆と活性炭を仕込んだ容器内に、抽出溶媒を供給する。
　抽出溶媒としては、風味の観点から、水が好ましく、水道水、天然水、蒸留水、イオン
交換水等を適宜選択して使用することができる。抽出溶媒の温度は、好ましくは７０～９
０℃、更に好ましくは７７～８７℃である。
【００２５】
　また、焙煎コーヒー豆に対して抽出溶媒を一定量供給した後、抽出溶媒の供給を停止し
、その状態を所定時間保持してもよい。この場合、抽出溶媒の供給量は、焙煎コーヒー豆
に対して、好ましくは０．５～１０質量倍であり、保持時間は、風味の観点から、好まし
くは１～２０分、更に好ましくは５～１６分である。
【００２６】
　次に、コーヒー抽出物を容器外に排出するが、コーヒー抽出液の抽出倍率、すなわち、
コーヒー抽出液質量／焙煎コーヒー豆質量が所定量に達したときに排出を停止することが
好ましい。コーヒー抽出液の抽出倍率は、焙煎コーヒー豆に対して、好ましくは１～１５
質量倍、更に好ましくは４～１２質量倍である。
　排出されたコーヒー抽出液は、冷却後、必要により、濾過、遠心分離等により処理して
もよい。
【００２７】
　このようにして、成分（Ａ）の含有量及びピーク面積比[（Ａ）／（Ｂ）]が上記範囲内
に制御されたコーヒー抽出物を得ることができるが、必要に応じて成分（Ｂ）を添加して
質量比[（Ａ）／（Ｂ）]を調整することもできる。
【００２８】
　また、本発明のコーヒー飲料には、必要により、甘味料、乳成分、酸化防止剤、香料、
有機酸類、有機酸塩類、無機酸類、無機酸塩類、無機塩類、色素類、乳化剤、保存料、調
味料、酸味料、アミノ酸、ｐＨ調整剤、品質安定剤等の添加剤の１種又は２種以上を配合
してもよい。本発明のコーヒー飲料は、ブラックコーヒー飲料としても、ミルクコーヒー
飲料としてもよい。
【００２９】
　本発明のコーヒー飲料は、ポリエチレンテレフタレートを主成分とする成形容器（いわ
ゆるＰＥＴボトル）、金属缶、金属箔やプラスチックフィルムと複合された紙容器、瓶等
の通常の包装容器に充填して、容器詰コーヒー飲料として提供することができる。
　また、コーヒー飲料は、例えば、金属缶のような容器に充填後、加熱殺菌できる場合に
あっては適用されるべき法規（日本にあっては食品衛生法）に定められた殺菌条件で製造
できる。ＰＥＴボトル、紙容器のようにレトルト殺菌できないものについては、あらかじ
め上記と同等の殺菌条件、例えばプレート式熱交換器などで高温短時間殺菌後、一定の温
度迄冷却して容器に充填する等の方法が採用できる。
【００３０】
　次に、コーヒー飲料の雑味低減方法及び口腔香気改善方法について説明する。
　本発明のコーヒー飲料の雑味低減方法及び口腔香気改善方法は、当該コーヒー飲料を液
体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ法）で分析したときの成
分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積との比[（Ａ）／（Ｂ）]を０～２．
０に調整するものである。成分（Ａ）と成分（Ｂ）のピーク面積比[（Ａ）／（Ｂ）]の好
適な態様は上記において説明したとおりである。
　また、本発明のコーヒー飲料の雑味低減方法及び口腔香気改善方法においては、より一
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層の雑味の低減、苦味のキレ及び口腔香気の改善の観点からコーヒー飲料中の成分（Ａ）
の含有量を、生理活性及び風味の観点からコーヒー飲料中の（Ｃ）クロロゲン酸類の含有
量を、苦味の付与及び風味の観点からから成分（Ｄ）カフェインの含有量を、風味の観点
からｐＨを、コク付与の観点からＢｒｉｘを、それぞれ調整することができる。コーヒー
飲料中の成分（Ａ）の含有量、（Ｃ）クロロゲン酸類の含有量、（Ｄ）カフェインの含有
量、ｐＨ及びＢｒｉｘの好適な態様は上記において説明したとおりである。
【００３１】
　すなわち、上記実施形態に関し、本発明は更に以下のコーヒー飲料、並びにコーヒー飲
料の雑味低減方法及び口腔香気改善方法を開示する。
＜１－１＞
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）；
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
を含有し、当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯ
Ｆ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積と
の比[（Ａ）／（Ｂ）]が０～２．０である、コーヒー飲料。
【００３２】
＜１－２＞
　ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）の
ピーク面積との比[（Ａ）／（Ｂ）]が、好ましくは１．５以下、より好ましくは１．０以
下、更に好ましくは０．６以下であって、好ましくは０．０００１以上、より好ましくは
０．００１以上、更に好ましくは０．０１以上である、前記＜１－１＞記載のコーヒー飲
料。
＜１－３＞
　ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）の
ピーク面積との比[（Ａ）／（Ｂ）]が、好ましくは０～１．５、より好ましくは０．００
０１～１．５、更に好ましくは０．００１～１．０、更に好ましくは０．０１～０．６で
ある、前記＜１－１＞又は＜１－２＞記載のコーヒー飲料。
＜１－４＞
　当該コーヒー飲料中の成分（Ａ）の合計含有量が、好ましくは１０質量ｐｐｍ以下、よ
り好ましくは８質量ｐｐｍ以下、更に好ましくは７質量ｐｐｍ以下であって、好ましくは
０質量ｐｐｍ以上、より好ましくは０．０１質量ｐｐｍ以上、更に好ましくは０．１質量
ｐｐｍ以上、更に好ましくは１質量ｐｐｍ以上である、前記＜１－１＞～＜１－３＞のい
ずれか一に記載のコーヒー飲料。
＜１－５＞
　当該コーヒー飲料中の成分（Ａ）の合計含有量が、好ましくは０～１０質量ｐｐｍ、よ
り好ましくは０．０１～１０質量ｐｐｍ、更に好ましくは０．１～８質量ｐｐｍ、更に好
ましくは１～７質量ｐｐｍである、前記＜１－１＞～＜１－４＞のいずれか一に記載のコ
ーヒー飲料。
＜１－６＞
　成分（Ａ）のうちカテコールの含有量が、当該コーヒー飲料中に、好ましくは８質量ｐ
ｐｍ以下が好ましく、より好ましくは７質量ｐｐｍ以下、更に好ましくは６質量ｐｐｍ以
下、より更に好ましくは５質量ｐｐｍ以下であって、好ましくは０質量ｐｐｍ以上、より
好ましくは０．０１質量ｐｐｍ以上、更に好ましくは０．１質量ｐｐｍ以上である、前記
＜１－１＞～＜１－５＞のいずれか一に記載のコーヒー飲料。
＜１－７＞
　成分（Ａ）のうちカテコールの含有量が、当該コーヒー飲料中に、好ましくは０～８質
量ｐｐｍ、より好ましくは０．０１～７質量ｐｐｍ、更に好ましくは０．０１～６質量ｐ
ｐｍ、より更に好ましくは０．１～５質量ｐｐｍである、前記＜１－１＞～＜１－６＞の
いずれか一に記載のコーヒー飲料。
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＜１－８＞
　成分（Ｃ）としてクロロゲン酸類を含有する、前記＜１－１＞～＜１－７＞のいずれか
一に記載のコーヒー飲料。
＜１－９＞
　クロロゲン酸類が３－カフェオイルキナ酸、４－カフェオイルキナ酸、５－カフェオイ
ルキナ酸、３－フェルラキナ酸、４－フェルラキナ酸、５－フェルラキナ酸、３，４－ジ
カフェオイルキナ酸、３，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジカフェオイルキナ酸
から選ばれる少なくとも１種である、前記＜１－８＞記載のコーヒー飲料。
＜１－１０＞
　当該コーヒー飲料中の成分（Ｃ）の含有量が、好ましくは０．０１質量％以上、より好
ましくは０．０５質量％、更により好ましくは０．０７質量％以上、更に好ましくは０．
１質量％以上、更に好ましくは０．１２質量％以上、更に好ましくは０．１５質量％以上
であって、好ましくは２質量％以下、より好ましくは１質量％以下、更に好ましくは０．
８質量％以下、更に好ましくは０．５質量％以下である、前記＜１－８＞又は＜１－９＞
記載のコーヒー飲料。
＜１－１１＞
　当該コーヒー飲料中の成分（Ｃ）の含有量が、好ましくは０．０１～２質量％、より好
ましくは０．０５～１質量％、更に好ましくは０．０７～０．８質量％、より更に好まし
くは０．１～０．８質量％、より更に好ましくは０．１２～０．５質量％、より更に好ま
しくは０．１５～０．３質量％である、前記＜１－８＞～＜１－１０＞のいずれか一に記
載のコーヒー飲料。
【００３３】
＜１－１２＞
　成分（Ｄ）としてカフェインを含み、当該コーヒー飲料中の成分（Ｄ）の含有量が、好
ましくは０．０１質量％以上、より好ましくは０．０１５質量％、更に好ましくは０．０
２質量％以上、更に好ましくは０．０２５質量％以上であって、好ましくは０．１質量％
以下、より好ましくは０．０８質量％以下、更に好ましくは０．０６質量％以下、更に好
ましくは０．０４質量％以下である、前記＜１－１＞～＜１－１１＞のいずれか一に記載
のコーヒー飲料。
＜１－１３＞
　成分（Ｄ）としてカフェインを含み、当該コーヒー飲料中の成分（Ｄ）の含有量が、好
ましくは０．０１～０．１質量％、より好ましくは０．０１５～０．０８質量％、更に好
ましくは０．０２～０．０６質量％、更に好ましくは０．０２５～０．０４質量％である
、前記＜１－１＞～＜１－１２＞のいずれか一に記載のコーヒー飲料。
＜１－１４＞
　ｐＨ（２０℃）が、好ましくは４．０以上、より好ましくは４．３以上、更に好ましく
は４．５以上であって、好ましくは６．０以下、より好ましくは５．９以下、更に好まし
くは５．８以下である、前記＜１－１＞～＜１－１３＞のいずれか一に記載のコーヒー飲
料。
＜１－１５＞
　ｐＨ（２０℃）が、好ましくは４．０～６．０、より好ましくは４．３～５．９、更に
好ましくは４．５～５．８である、前記＜１－１＞～＜１－１４＞のいずれか一に記載の
コーヒー飲料。
＜１－１６＞
　Ｂｒｉｘ（２０℃）が、好ましくは０．８以上、より好ましくは１．０以上、更に好ま
しくは１．２以上、より更に好ましくは１．５以上であって、好ましくは３．０以下、よ
り好ましくは２．５以下、更に好ましくは２．３以下である、前記＜１－１＞～＜１－１
５＞のいずれか一に記載のコーヒー飲料。
＜１－１７＞
　Ｂｒｉｘ（２０℃）が、好ましくは０．８～３．０、より好ましくは１．０～２．５、
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更に好ましくは１．２～２．５、より更に好ましくは１．５～２．３である、前記＜１－
１＞～＜１－１６＞のいずれか一に記載のコーヒー飲料。
＜１－１８＞
　容器詰コーヒー飲料である、前記＜１－１＞～＜１－１７＞のいずれか一に記載のコー
ヒー飲料。
＜１－１９＞
　ブラックコーヒー飲料である、前記＜１－１＞～＜１－１８＞のいずれか一に記載のコ
ーヒー飲料。
＜１－２０＞
　ミルクコーヒー飲料である、前記＜１－１＞～＜１－１９＞のいずれか一に記載のコー
ヒー飲料。
＜１－２１＞
　更に、甘味料、乳成分、酸化防止剤、香料、有機酸類、有機酸塩類、無機酸類、無機酸
塩類、無機塩類、色素類、乳化剤、保存料、調味料、酸味料、アミノ酸、ｐＨ調整剤及び
品質安定剤から選ばれる１種又は２種以上の添加剤を含有する、前記＜１－１＞～＜１－
２０＞のいずれか一に記載のコーヒー飲料。
＜１－２２＞
　加熱殺菌されたものである、前記＜１－１＞～＜１－２１＞のいずれか一に記載のコー
ヒー飲料。
【００３４】
＜２－１＞
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
について、当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯ
Ｆ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積と
の比[（Ａ）／（Ｂ）]を０～２．０に調整する、コーヒー飲料の雑味低減方法。
【００３５】
＜２－２＞
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）
（Ａ）カテコール及びピロガロールから選ばれる少なくとも１種
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン
について、当該コーヒー飲料を液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析法（ＬＣ－ＴＯ
Ｆ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）のピーク面積と
の比[（Ａ）／（Ｂ）]を０～２．０に調整する、コーヒー飲料の口腔香気改善方法。
【００３６】
＜２－３＞
　ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）の
ピーク面積との比[（Ａ）／（Ｂ）]を、好ましくは１．５以下、より好ましくは１．０以
下、更に好ましくは０．６以下であって、好ましくは０．０００１以上、より好ましくは
０．００１以上、更に好ましくは０．０１以上に調整する、前記＜２－１＞又は＜２－２
＞記載の方法。
＜２－４＞
　ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ法）で分析したときの成分（Ａ）の合計ピーク面積と成分（Ｂ）の
ピーク面積との比[（Ａ）／（Ｂ）]を、好ましくは０～１．５、より好ましくは０．００
０１～１．５、更に好ましくは０．００１～１．０、更に好ましくは０．０１～０．６に
調整する、前記＜２－１＞～＜２－３＞のいずれか一に記載の方法。
＜２－５＞
　当該コーヒー飲料中の成分（Ａ）の合計含有量を、好ましくは好ましくは１０質量ｐｐ
ｍ以下、より好ましくは８質量ｐｐｍ以下、更に好ましくは７質量ｐｐｍ以下であって、
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好ましくは０質量ｐｐｍ以上、より好ましくは０．０１質量ｐｐｍ以上、更に好ましくは
０．１質量ｐｐｍ以上、更に好ましくは１質量ｐｐｍ以上に調整する、前記＜２－１＞～
＜２－４＞のいずれか一に記載の方法。
＜２－６＞
　当該コーヒー飲料中の成分（Ａ）の合計含有量を、好ましくは０～１０質量ｐｐｍ、よ
り好ましくは０．０１～１０質量ｐｐｍ、更に好ましくは０．１～８質量ｐｐｍ、更に好
ましくは１～７質量ｐｐｍに調整する、前記＜２－１＞～＜２－５＞のいずれか一に記載
の方法。
＜２－７＞
　当該コーヒー飲料中に含まれる成分（Ａ）のうちカテコールの含有量を、好ましくは８
質量ｐｐｍ、より好ましくは７質量ｐｐｍ以下、更に好ましくは６質量ｐｐｍ以下、より
更に好ましくは５質量ｐｐｍ以下であって、好ましくは０質量ｐｐｍ以上、より好ましく
は０．０１質量ｐｐｍ以上、更に好ましくは０．１質量ｐｐｍ以上に調整する、前記＜２
－１＞～＜２－６＞のいずれか一に記載の方法。
＜２－８＞
　当該コーヒー飲料中に含まれる成分（Ａ）のうちカテコールの含有量を、好ましくは０
～８質量ｐｐｍ、より好ましくは０．０１～７質量ｐｐｍが好ましく、更に好ましくは０
．０１～６質量ｐｐｍ、より更に好ましくは０．１～５質量ｐｐｍに調整する、前記＜２
－１＞～＜２－７＞のいずれか一に記載の方法。
＜２－９＞
　当該コーヒー飲料中の（Ｃ）クロロゲン酸類の含有量を、好ましくは０．０１質量％以
上、より好ましくは０．０５質量％、更により好ましくは０．０７質量％以上、更に好ま
しくは０．１質量％以上、より更に好ましくは０．１２質量％以上、より更に好ましくは
０．１５質量％以上であって、好ましくは２質量％以下、より好ましくは１質量％以下、
更に好ましくは０．８質量％以下、より更に好ましくは０．５質量％以下に調整する、前
記＜２－１＞～＜２－８＞のいずれか一に記載の方法。
＜２－１０＞
　当該コーヒー飲料中の（Ｃ）クロロゲン酸類の含有量を、好ましくは０．０１～２質量
％、より好ましくは０．０５～１質量％、更に好ましくは０．０７～０．８質量％、より
更に好ましくは０．１～０．８質量％、より更に好ましくは０．１２～０．５質量％、よ
り更に好ましくは０．１５～０．３質量％に調整する、前記＜２－１＞～＜２－９＞のい
ずれか一に記載の方法。
＜２－１１＞
　クロロゲン酸類が３－カフェオイルキナ酸、４－カフェオイルキナ酸、５－カフェオイ
ルキナ酸、３－フェルラキナ酸、４－フェルラキナ酸、５－フェルラキナ酸、３，４－ジ
カフェオイルキナ酸、３，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジカフェオイルキナ酸
から選ばれる少なくとも１種である、前記＜２－９＞又は＜２－１０＞のいずれか一に記
載の方法。
【００３７】
＜２－１２＞
　当該コーヒー飲料中の（Ｄ）カフェインの含有量を、好ましくは０．０１質量％以上、
より好ましくは０．０１５質量％、更に好ましくは０．０２質量％以上、より更に好まし
くは０．０２５質量％以上であって、好ましくは０．１質量％以下、より好ましくは０．
０８質量％以下、更に好ましくは０．０６質量％以下、より更に好ましくは０．０４質量
％以下に調整する、前記＜２－１＞～＜２－１１＞のいずれか一に記載の方法。
＜２－１３＞
　当該コーヒー飲料中の（Ｄ）カフェインの含有量を、好ましくは０．０１～０．１質量
％、より好ましくは０．０１５～０．０８質量％、更に好ましくは０．０２～０．０６質
量％、より更に好ましくは０．０２５～０．０４質量％に調整する、前記＜２－１＞～＜
２－１２＞のいずれか一に記載の方法。
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＜２－１４＞
　ｐＨ（２０℃）を、好ましくは４．０以上、より好ましくは４．３以上、更に好ましく
は４．５以上であって、好ましくは６．０以下、より好ましくは５．９以下、更に好まし
くは５．８以下に調整する、前記＜２－１＞～＜２－１３＞のいずれか一に記載の方法。
＜２－１５＞
　ｐＨ（２０℃）を、好ましくは４．０～６．０、より好ましくは４．３～５．９、更に
好ましくは４．５～５．８に調整する、前記＜２－１＞～＜２－１４＞のいずれか一に記
載の方法。
＜２－１６＞
　Ｂｒｉｘ（２０℃）を、好ましくは０．８以上、より好ましくは１．０以上、更に好ま
しくは１．２以上、より更に好ましくは１．５以上であって、好ましくは３．０以下、よ
り好ましくは２．５以下、更に好ましくは２．３以下に調整する、前記＜２－１＞～＜２
－１５＞のいずれか一に記載の方法。
＜２－１７＞
　Ｂｒｉｘ（２０℃）を、好ましくは０．８～３．０、より好ましくは１．０～２．５、
更に好ましくは１．２～２．５、より更に好ましくは１．５～２．３に調整する、前記＜
２－１＞～＜２－１６＞のいずれか一に記載の方法。
＜２－１８＞
　コーヒー飲料が容器詰コーヒー飲料である、前記＜２－１＞～＜２－１７＞のいずれか
一に記載の方法。
＜２－１９＞
　コーヒー飲料がブラックコーヒー飲料である、前記＜２－１＞～＜２－１８＞のいずれ
か一に記載の方法。
＜２－２０＞
　コーヒー飲料がミルクコーヒー飲料である、前記＜２－１＞～＜２－１９＞のいずれか
一に記載の方法。
＜２－２１＞
　コーヒー飲料が加熱殺菌されたものである、前記＜２－１＞～＜２－２０＞のいずれか
一に記載の方法。
【実施例】
【００３８】
（１）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトン、ピロガロール及びカテコールの
液体クロマトグラフ－飛行時間型質量分析（ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ）
　分析機器はＵＰＬＣを使用し、ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ分析をおこなった。装置の構成ユニ
ットは次の通りである。
・分析機器　ＡＣＱＵＩＴＹ　ＵＰＬＣ（Waters）、ＬＣＴ　Premier XE（Waters）
・カラム　ＡＣＱＵＩＴＹ　ＵＰＬＣ　Ｔ３　2.1×50mm（Waters）
【００３９】
分析条件は次の通りである。
・サンプル注入量：５μＬ、
・流量：０．４ｍＬ／ｍｉｎ、
・カラムオーブン設定温度：４０℃、
・溶離液Ａ：０．１（Ｖ／Ｖ）％ぎ酸水溶液
・溶離液Ｂ：０．１（Ｖ／Ｖ）％ぎ酸アセトニトリル溶液。
【００４０】
濃度勾配条件
    時間            溶離液Ａ        溶離液Ｂ
  ０．００分      　  ９８％            ２％
  １．５０分          ９８％            ２％
  ８．２５分            ０％        １００％（リニアグラジエント）
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  ９．２５分        　  ０％        １００％
  ９．５０分          ９８％            ２％
１０．００分          ９８％            ２％
【００４１】
　サンプルを超純水で１／２０に希釈し、限外ろ過（分画分子量：10,000）を行った後、
分析に供した。
【００４２】
（Ａ）カテコール及びピロガロールの保持時間
・カテコール　:２．６８１分
・ピロガロール：１．１８８分
（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－１，５－キノラクトンの保持時間
３．２３１分、３．７２５分、３．４１３分、３．６４８分、３．７９６分の計５点

・イオン化モード：ＥＳＩ　Ｐｏｓｉｔｉｖｅ、Ｎｅｇａｔｉｖｅ
　キャピラリー電圧（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ）：２２００Ｖ
　キャピラリー電圧（Ｎｅｇａｔｉｖｅ）：２２００Ｖ
　コーン電圧（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ）：５０Ｖ
　コーン電圧（Ｎｅｇａｔｉｖｅ）：５０Ｖ
　デソルベーションガスフロー：６５０Ｌ／ｈｒ
　コーンガスフロー：５０Ｌ／ｈｒ
　デソルベーション温度：４５０℃
　ソース温度：１２０℃
・測定するｍ／ｚの範囲：５０－１０００
・標準物質：ロイシン、エンケファリン　０．１ｎｇ／μＬ
【００４３】
（２）クロロゲン酸類及びカフェインの定量
　分析機器はＨＰＬＣを使用した。装置の構成ユニットの型番は次の通りである。
・ＵＶ－ＶＩＳ検出器：Ｌ－２４２０（（株）日立ハイテクノロジーズ）、
・カラムオーブン：Ｌ－２３００（（株）日立ハイテクノロジーズ）、
・ポンプ：Ｌ－２１３０（（株）日立ハイテクノロジーズ）、
・オートサンプラー：Ｌ－２２００（（株）日立ハイテクノロジーズ）、
・カラム：Ｃａｄｅｎｚａ ＣＤ－Ｃ１８ 内径４．６ｍｍ×長さ１５０ｍｍ、粒子径３μ
ｍ（インタクト（株））。
・検出器
【００４４】
　分析条件は次の通りである。
・サンプル注入量：１０μＬ、
・流量：１．０ｍＬ／ｍｉｎ、
・ＵＶ－ＶＩＳ検出器設定波長：３２５ｎｍ、
・カラムオーブン設定温度：３５℃、
・溶離液Ａ：０．０５Ｍ 酢酸、０．１ｍＭ １－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン
酸、１０ｍＭ 酢酸ナトリウム、５（Ｖ／Ｖ）％アセトニトリル溶液、
・溶離液Ｂ：アセトニトリル。
【００４５】
濃度勾配条件
    時間            溶離液Ａ        溶離液Ｂ
    ０．０分        １００％            ０％
  １０．０分        １００％            ０％
  １５．０分          ９５％            ５％
  ２０．０分          ９５％            ５％
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  ２２．０分          ９２％            ８％
  ５０．０分          ９２％            ８％
  ５２．０分          １０％          ９０％
  ６０．０分          １０％          ９０％
  ６０．１分        １００％            ０％
  ７０．０分        １００％            ０％
【００４６】
　ＨＰＬＣでは、試料１ｇを精秤後、溶離液Ａにて１０ｍＬにメスアップし、メンブレン
フィルター（ＧＬクロマトディスク２５Ａ，孔径０．４５μｍ，ジーエルサイエンス（株
））にて濾過後、分析に供した。
【００４７】
　（Ｃ）クロロゲン酸類の保持時間
９種のクロロゲン酸類
・モノカフェオイルキナ酸：５．３分、８．８分、１１．６分の計３点
・モノフェルラキナ酸　　：１３．０分、１９．９分、２１．０分の計３点
・ジカフェオイルキナ酸　：３６．６分、３７．４分、４４．２分の計３点。
　ここで求めた９種のクロロゲン酸類の面積値から５－カフェオイルキナ酸を標準物質と
し、質量％を求めた。
　なお、カフェインの分析は、ＵＶ－ＶＩＳ検出器設定波長： ２ ７ ０ ｎ ｍ 、カフェ
インを標準物質とした以外はクロロゲン酸類と同様に実施した。カフェインの保持時間は
１８．９分。
【００４８】
（３）カテコール及びピロガロールの定量分析
　分析機器はＨＰＬＣ－電気化学検出器（クーロメトリック型）であるクーロアレイシス
テム（モデル５６００Ａ、米国ＥＳＡ社製）を使用した。装置の構成ユニットの名称・型
番は次の通りである。
・アナリティカルセル：モデル５０１０、クーロアレイオーガナイザー、
・クーロアレイエレクトロニクスモジュール・ソフトウエア：モデル５６００Ａ、
・溶媒送液モジュール：モデル５８２、グラジエントミキサー、
・オートサンプラー：モデル５４２、パルスダンパー、
・デガッサー：Ｄｅｇａｓｙｓ  Ｕｌｔｉｍａｔｅ  ＤＵ３００３、
・カラムオーブン：５０５．
・カラム：ＣＡＰＣＥＬＬ  ＰＡＫ  Ｃ１８  ＡＱ  内径４．６ｍｍ×長さ２５０ｍｍ  
粒子径５μｍ〔（株）資生堂〕
【００４９】
　分析条件は次の通りである。
・サンプル注入量：１０μＬ、
・流量：１．０ｍＬ／ｍｉｎ、
・電気化学検出器の印加電圧：０ｍＶ、
・カラムオーブン設定温度：４０℃、
・溶離液Ｃ：０．１（Ｗ／Ｖ）％リン酸、０．１ｍＭ  １－ヒドロキシエタン－１，１－
ジホスホン酸、５（Ｖ／Ｖ）％メタノール溶液、
・溶離液Ｄ：０．１（Ｗ／Ｖ）％リン酸、０．１ｍＭ  １－ヒドロキシエタン－１，１－
ジホスホン酸、５０（Ｖ／Ｖ）％メタノール溶液。
【００５０】
　溶離液Ｃ及びＤの調製には、高速液体クロマトグラフィー用蒸留水〔関東化学（株）〕
、高速液体クロマトグラフィー用メタノール〔関東化学（株）〕、リン酸（特級、和光純
薬工業（株））、１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸〔６０％水溶液、東京化
成工業（株）〕を用いた。
【００５１】
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　濃度勾配条件
　　　　時間　　　　　溶離液Ｃ　　　　溶離液Ｄ
　　　０．０分　　　　１００％　　　　　　０％
　　１０．０分　　　　１００％　　　　　　０％
　　１０．１分　　　　　　０％　　　　１００％
　　２０．０分　　　　　　０％　　　　１００％
　　２０．１分　　　　１００％　　　　　　０％
　　５０．０分　　　　１００％　　　　　　０％
【００５２】
　試料５ｇを精秤後、０．５（Ｗ／Ｖ）％リン酸、０．５ｍＭ  １－ヒドロキシエタン－
１，１－ジホスホン酸、５（Ｖ／Ｖ）％メタノール溶液にて１０ｍＬにメスアップし、こ
の溶液について遠心分離を行い、上清を分析試料とした。この上清について、ボンドエル
ートＳＣＸ〔固相充填量：５００ｍｇ、リザーバ容量：３ｍＬ、ジーエルサイエンス（株
）〕に通液し、初通過液約０．５ｍＬを除いて通過液を得た。この通過液について、メン
ブレンフィルター〔ＧＬクロマトディスク２５Ａ，孔径０．４５μｍ，ジーエルサイエン
ス（株）〕にて濾過し、速やかに分析に供した。
【００５３】
　上記の条件における分析において、ピロガロールの保持時間は、７．８７分、カテコー
ルの保持時間は１６．４７分であった。得られたピークの面積値から、ヒドロキシヒドロ
キノン〔和光純薬工業（株）〕を標準物質とし、質量％を求めた。
【００５４】
（４）ブリックスの測定
　試料の２０℃における糖用屈折計示度（Ｂｒｉｘ）を、糖度計（Atago RX-5000（Atago
社製））を用いて測定した。
【００５５】
（５）官能評価
　各コーヒー飲料を専門パネル５名が試飲し、雑味、苦味のキレ、口腔香気について下記
の基準にて評価し、その後協議により最終スコアを決定した。
【００５６】
雑味の評価基準
　　５：雑味がない
　　４：雑味がほとんど感じられない
　　３：雑味がやや感じられる
　　２：雑味が感じられる
　　１：雑味が強く感じられる
【００５７】
苦味のキレの評価基準
　　５：苦味のキレが非常に良い
　　４：苦味のキレが良い
　　３：苦味のキレがやや感じられる
　　２：苦味のキレがやや悪い
　　１：苦味のキレが悪い
【００５８】
口腔香気の評価基準
　　５：口腔香気が非常に良い
　　４：口腔香気が良い
　　３：口腔香気がやや感じられる
　　２：口腔香気がやや悪い
　　１：口腔香気が悪い
【００５９】
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実施例１
　ドリップ抽出器（内径７３ｍｍ、容積１１Ｌ）に、水蒸気賦活化ヤシ殻活性炭（平均粒
径０．３７０ｍｍ）９０ｇを投入した。次いで、８０℃の温水を活性炭の上部からシャワ
ーより１０分間供給し、活性炭を殺菌した。温水の供給量は、活性炭に対し、２５質量倍
であった。その後、Ｌ２６の焙煎コーヒー豆（平均粒径０．９６５ｍｍ)４００ｇを活性
炭上に投入した。次いで、ドリップ抽出器下部から０．２５ｋｇの８０℃の温水を供給し
、底湯をはった。次いで、焙煎コーヒー豆の上部からシャワーより８０℃の温水を１．２
５ｇ／ｓｅｃの速度で供給した後、温水の供給を停止し、その状態を１０分間保持した。
温水の供給量は、焙煎コーヒー豆に対し、２．５５質量倍であった。採液量が２．４ｋｇ
に達したときにコーヒー抽出液の排出を停止し、本採液をコーヒー抽出物として得た。
　次に、このコーヒー抽出物を水で希釈して、コーヒー飲料を調製した。得られたコーヒ
ー飲料中のカテコールの含有量は２．６９質量ｐｐｍ、ピロガロールの含有量は０．５４
質量ｐｐｍであった。得られたコーヒー飲料中の分析及び官能評価を行った。その結果を
表１に示す。
【００６０】
実施例２
　実施例１で得られたコーヒー飲料にカテコールを１．０質量ｐｐｍ添加し、コーヒー飲
料を調製した。得られたコーヒー飲料の分析及び官能評価を行った。その結果を表１に示
す。
【００６１】
実施例３
　実施例１で得られたコーヒー飲料にピロガロールを１．０質量ｐｐｍ添加し、コーヒー
飲料を調製した。得られたコーヒー飲料の分析及び官能評価を行った。その結果を表１に
示す。
【００６２】
実施例４
　実施例１で得られたコーヒー飲料にカテコールを５．０質量ｐｐｍ添加し、コーヒー飲
料を調製した。得られたコーヒー飲料の分析及び官能評価を行った。その結果を表１に示
す。
【００６３】
実施例５
　実施例１で得られたコーヒー飲料にピロガロールを５．０質量ｐｐｍ添加し、コーヒー
飲料を調製した。得られたコーヒー飲料の分析及び官能評価を行った。その結果を表１に
示す。
【００６４】
実施例６
　実施例１で得られたコーヒー飲料を蒸留水で２倍に希釈した。得られたコーヒー飲料の
分析及び官能評価を行った。その結果を表１に示す。

比較例１
　実施例１で得られたコーヒー飲料にカテコールを１０質量ｐｐｍ添加し、コーヒー飲料
を調製した。得られたコーヒー飲料の分析及び官能評価を行った。その結果を表１に示す
。
【００６５】
比較例２
　実施例１で得られたコーヒー飲料にピロガロールを１０質量ｐｐｍ添加し、コーヒー飲
料を調製した。得られたコーヒー飲料の分析及び官能評価を行った。その結果を表１に示
す。
【００６６】
比較例３



(17) JP 2014-168433 A 2014.9.18

　実施例１において、活性炭処理をしないこと以外は、実施例１と同様の方法によりコー
ヒー飲料を調製した。得られたコーヒー飲料の分析及び官能評価を行った。その結果を表
１に示す。
【００６７】
比較例４
　市販の無糖ブラック缶コーヒー飲料の分析及び官能評価を行った。その結果を表１に示
す。
【００６８】
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【表１】

【００６９】
　表１から、ＬＣ－ＴＯＦ／ＭＳ法で分析したときの（Ａ）（Ａ）カテコール及びピロガ



(19) JP 2014-168433 A 2014.9.18

ロールから選ばれる少なくとも１種の合計ピーク面積と（Ｂ）３，４－ジカフェオイル－
１，５－キノラクトンのピーク面積との比[（Ａ）／（Ｂ）]を特定範囲内に制御すること
で、雑味が抑制され、苦味のキレ及び口腔香気の良好なコーヒー飲料が得られることが確
認された。
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